
免責補償制度について

※自損事故の場合、対物・車両免責額への補償は適用されません。

自損事故とは･･･（例）・電柱、ガードレール等に衝突の場合 ・転落、転覆の場合 ・
当て逃げされた場合

※運転予定者の中に21歳未満の方、免許取得1年未満の方、過去に事故歴があり当社が不適当と認
めた方は免責補償制度に加入できません。

加入料：1日1,100円

この制度にご加入されますと、万一事故の際にお客様の負担となる対物免責額
と車両免責額の支払いが免除されます。
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